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図１２－３　ＤＭＥの流通設備（充填所）

ベーパコンプレッサ

ローディングアーム

ＤＭＥ高圧貯槽

液送ポンプ

充填機

図１２－４　ＤＭＥの流通設備（工業用需要家）

ベーパコンプレッサ

ローディングアーム

ＤＭＥ高圧貯槽

液送ポンプ

ベーパライザ
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図１２ー５　ＤＭＥの流通設備（スタンド）

液中ポンプ

ディスペンサー

ベーパコンプレッサ

ローディングアーム

地下高圧貯槽

図１２－６　ＤＭＥの流通設備（家庭・業務用消費者）

給湯器

ガステーブル

容器

自動切替調整器

ガスメータ

消費設備供給設備
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輸入基地

高圧ガス保安法 コンビナート等保安規則

高圧ガス保安法

液 化 石 油 ガ ス 保 安 規 則

（第１種製造設備に

係る技術上の基準） 高圧ガス保安法

一 般 高 圧 ガ ス 保 安 規 則

（ 定 置 式 製 造 設 備 に

係る技術上の基準）

高圧ガス保安法

液 化 石 油 ガ ス 保 安 規 則

（液化石油ガススタンドﾞに

係る技術上の基準）

ＬＰガス ＤＭＥ

スタンド

二次基地 充填所
工業用需要家

図１３－１　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制（設備形態別）

○船舶安全法

○危険物船舶運送及び貯蔵規則
○船舶による危険物の運送基準等を定める告示

＜ バ ラ 積 の 品 名 指 定 に Ｄ Ｍ Ｅ は 指 定 さ れ て い な い ＞
（船による運搬は容器による運搬となる。）

○液化ガスバラ積船の貨物ﾀﾝｸ等の技術基準を定める告示

高圧ガス保安法

ＬＰガス

液化石油ガス保安規則
＜移動の基準＞

ＤＭＥ

一般高圧ガス保安規則
＜移動の基準＞

容器

高圧ｶﾞｽ保安法 容器保安規則

ｺｰｽﾀﾙﾀﾝｶｰ

タンクローリ

図１３－２　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制（ｺｰ ｽ ﾀ ﾙ ﾀ ﾝ ｶ ｰ ･ ﾀ ﾝ ｸ ﾛ ｰ ﾘ ｰ）



13

（１）境界の明示、警戒標

（２）設備距離（保安距離）の確保
（３）火気施設まで８ｍ以上の距離
（４）貯槽間距離（相互の貯槽の最大直径

の和の１／４以上）
（５）ガスの名称朱書
（６）貯蔵量１０００㌧以上は防液堤の設置
（７）防液堤の内・外側１０ｍ以内には

附属設備等設置不可
（８）室内設置の場合はガスが滞留しない

構造
（９）気密な構造とすること。
（１０）耐圧試験に合格すること。
（１１）気密試験に合格すること。
（１２）常用の圧力の２倍以上で降伏を

起こさない肉厚
（１３）ガスの種類に応じた適切な材料
（１４）１㌧以上の場合は同一の基礎に

緊結すること。

（１５）沈下測定の実施。
（１６）３㌧以上は耐震設計構造物
（１７）温度計の設置
（１８）圧力計の設置
（１９）低温貯槽は外部圧力低下による破壊

防止措置
（２０）液面計の設置
（２１）受払配管には緊急遮断弁設置
（２２）貯槽（５０００㍑以上）には緊急遮断

弁設置
（２３）電気設備は防爆設備
（２４）ガス漏洩検知警報設備設置
（２５）貯槽の支柱は温度上昇防止措置
（２６）静電気除去設備

（２７）防消火設備の設置
（２８）通報設備の設置
（２９）ﾊ゙ﾙﾌ゙開閉表示
（３０）容器置場

＜ＬＰガス； 液 化 石 油 ｶ ﾞ ｽ 保 安 規 則 ＤＭＥ ； 一 般 高 圧 ｶ ﾞ ｽ 保 安 規 則 ＞
※ＬＰガスとＤＭＥの設置上の相違は下表の（２）（２７）となる。

図１３－３　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制
（二次基地・充填所の技術上の基準（高圧ガス保安法））

※地上設置の場合は、ＬＰガス・ＤＭＥ共設備距離（保安距離）は

同一である。

貯槽等高圧ガス設備から保安物件に対して離隔距離をいう。

(注）Ｘは貯蔵量（Ｋｇ），表内の単位は（ｍ）

（１）第１種設備距離（第１種保安物件＜学校・病院等＞までの距離）

（２）第２種設備距離（第２種保安物件＜住居＞までの距離）

１０㌧未満 １２２ １２２

１０～５２．５㌧未満 ０．１２Ｘ＋１００００ （３Ｘ＋１００００）／２５
５２．５㌧以上 ３０ ３０

ＬＰガス ＤＭＥ貯蔵量

１．原則（地上設置）

１０㌧未満 ８ ２ ８ ２

１０～５２．５㌧未満 ０．０８Ｘ＋１００００ （２Ｘ＋１００００）／２５
５２．５㌧以上 ２０ ２０

ＬＰガス ＤＭＥ貯蔵量

図１３－４　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制
（設備距離（保安距離））
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＜緩和措置＞ 次のいずれかの組合せにより設備距離緩和が可能となる。

◆貯槽等の埋設 ◆障壁の設置 ◆水噴霧装置の設置

（１）第１種設備距離（第１種保安物件＜学校・病院等＞までの距離）

１０㌧未満 ９．６２ 又は８．４ ２

０．０９６Ｘ＋１００００
１０～５２．５㌧未満 又は

０．０８４Ｘ＋１００００
５２．５㌧以上 ２４ 又は２１

ＬＰガス ＤＭＥ貯蔵量

※ 緩 和 規 定 な し

（２）第２種設備距離（第２種保安物件＜住居＞までの距離）

１０㌧未満 ６．４２ 又は５．６ ２

０．０６４Ｘ＋１００００
１０～５２．５㌧未満 又は

０．０５６Ｘ＋１００００
５２．５㌧以上 １６ 又は１４

ＬＰガス ＤＭＥ貯蔵量

※ 緩 和 規 定 な し

図１３－５　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制
（緩和措置（貯槽等の埋設））

ガス設備

貯蔵設備
消費設備

容器充填場及び容器置場
タンクローリ停車位置 ※ 規制なし

ガス設備

貯蔵設備
消費設備

ＬＰガス ＤＭＥ

図１３ー６　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制
（防火設備の設置場所）
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貯槽（埋設）

タンクローリ停車位置

事務所
貯水槽 散水

ポンプ室

液中ポンプ

設 備 距 離 埋設・障壁による緩和 緩 和 措 置 な し

（例）貯槽２０㌧×２基（第２種設備距離）
LPガス;  12.6m     DME ; 17.9m

容器充填場
及び
容器置場

受
入

ガ
ス

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

散 水 設 備 必要 不 要

障壁

内、ＬＰガス規制

内、ＤＭＥ規制

（注）

図１３－７　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制（充填所）

ＬＰガススタンド ＤＭＥスタンド

＜液化石油ｶﾞｽ保安規則 第８条＞
（液化石油ガススタンドに係る技術上の基準）

（１）ﾃｨ゙ｽﾍﾟﾝｻｰは本体の外面から公道の
敷地境界線まで５ｍ以上の距離を有す

ること。
（２）ﾃ゙ｨｽﾍ゚ﾝｻー には、充填終了時に、液化

石油ｶﾞｽを停止する装置を設け、かつ、
充填ﾎｰｽからの漏洩を防止する措置
を施す。

（３）車両は貯槽から３ｍ以上離れて停止
すること。ただし、ｶ゙ ﾄー゙ﾚー ﾙ等を設置
した場合はこの限りでない。

スタンドに係る基準なし。

上記以外の基準は、二次基地・充填所の技術上の基準に準じる。

処理能力２５万ｍ３／日未満の場合は、

資格所有者が保安に係わる監督を行う。

処理能力に関係なく保安統括者、保安

係員等の選任が必要

図１３－８　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制
（スタンドの技術上の基準）
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道 路

車両停車位置

ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑ

ディスペンサー

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

停
車

位
置

貯槽（埋設）

障壁

貯水槽

散水ポンプ室

受入ガスコンプレッサ

液中ﾎﾟﾝﾌﾟ

設 備 距 離

道 路 境 界 距 離

埋 設 ・ 障 壁 設 置 に よ る 緩 和 緩 和 措 置 な し

散 水 設 備 必 要 不 要

５ ｍ 以 上 設 備 距 離 以 上

内、ＬＰガス規制

内、ＤＭＥ規制

（注）

（例）15㌧貯槽（第２種設備距離） LPガス；8.9m  DME ；12.7m

（例）15㌧貯槽（第２種設備距離）
LPガス；5m （貯蔵量関係なし）
DME 　；12.7m

図１３－９　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制（スタンド）

（注）高圧ガス保安法適用除外

道路運送車両法第４１条第１号又は第６号に規定する原動機又は燃料装置において、専ら走行

の用に供されることを目的として行われる加圧又は圧縮については高圧ｶ゙ｽ保安法第５条第１項の
「高圧ｶ゙ｽの製造」には該当しないものとする。

エンジン本体

ミキサー

ベーパライザ

容 器

配管

高圧ガス保安法 容器保安規則

ＬＰガス；「液化石油ｶ゙ｽ自動車燃料装置用容器］
ＣＮＧ；「圧縮天然ｶ゙ｽ自動車燃料装置用容器」
ＬＮＧ；「液化天然ｶ゙ｽ自動車燃料装置用容器」
ＤＭＥ； 基準なし

道路運送車両法

道路運送車両の保安基準

エンジン開発におけるベンチテスト等は高圧ｶﾞｽ保安法における

「製造」となり保安距離等の技術上の基準が課せられる。

図１３－１０　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制（自動車）
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ＬＰガスＬＰガスＬＰガスＬＰガス ＤＭＥＤＭＥＤＭＥＤＭＥ

液化石油ガス法液化石油ガス法液化石油ガス法液化石油ガス法 高圧ｶﾞｽ保安法高圧ｶﾞｽ保安法高圧ｶﾞｽ保安法高圧ｶﾞｽ保安法

一般高圧ｶﾞｽ保安規則一般高圧ｶﾞｽ保安規則一般高圧ｶﾞｽ保安規則一般高圧ｶﾞｽ保安規則○供給設備の技術上の基準

○消費設備の技術上の基準 ○消費の基準

○販売事業者の責務

※供給設備の維持管理義務
※消費設備の調査
※周知

○販売業者の責務

※周知

◆保安管理義務◆保安管理義務◆保安管理義務◆保安管理義務

供給設備は販売事業者供給設備は販売事業者供給設備は販売事業者供給設備は販売事業者
消費設備は消費者消費設備は消費者消費設備は消費者消費設備は消費者

◆保安管理義務◆保安管理義務◆保安管理義務◆保安管理義務

供給設備、消費設備共消費者供給設備、消費設備共消費者供給設備、消費設備共消費者供給設備、消費設備共消費者

給湯器

ガステーブル

容器

自動切替調整器

ガスメータ

消費設備供給設備

図１３ー１１　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制　（家庭・業務用設備）図１３ー１１　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制　（家庭・業務用設備）図１３ー１１　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制　（家庭・業務用設備）図１３ー１１　ＤＭＥとＬＰガスの現行の適用規制　（家庭・業務用設備）

内航船内航船内航船内航船 出荷用出荷用出荷用出荷用
ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ

［常温］［常温］［常温］［常温］

低温貯槽低温貯槽低温貯槽低温貯槽 高圧貯槽高圧貯槽高圧貯槽高圧貯槽

高圧出荷配管高圧出荷配管高圧出荷配管高圧出荷配管
（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）
［常温］［常温］［常温］［常温］

戻りガス戻りガス戻りガス戻りガス
コンデンサーコンデンサーコンデンサーコンデンサー

［低温］［低温］［低温］［低温］

外航船外航船外航船外航船 受入用受入用受入用受入用

ローディングアームローディングアームローディングアームローディングアーム
［低温］［低温］［低温］［低温］

低温低温低温低温 受入配管受入配管受入配管受入配管
（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）
［低温］［低温］［低温］［低温］

低温貯槽低温貯槽低温貯槽低温貯槽
［低温］［低温］［低温］［低温］

低温出荷ポンプ低温出荷ポンプ低温出荷ポンプ低温出荷ポンプ
［低温］［低温］［低温］［低温］

高圧出荷ポンプ高圧出荷ポンプ高圧出荷ポンプ高圧出荷ポンプ
［常温］［常温］［常温］［常温］

高圧球形貯槽高圧球形貯槽高圧球形貯槽高圧球形貯槽
［常温］［常温］［常温］［常温］

ﾋｰﾀﾋｰﾀﾋｰﾀﾋｰﾀ
［低温］［低温］［低温］［低温］

ﾛｰﾘ出荷配管ﾛｰﾘ出荷配管ﾛｰﾘ出荷配管ﾛｰﾘ出荷配管
（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）（液・ガス）
［［［［ 常温］常温］常温］常温］

ＤＭＥＤＭＥＤＭＥＤＭＥ

ヒータヒータヒータヒータ
ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑOﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ

液面計液面計液面計液面計
［低温］［低温］［低温］［低温］

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑOﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑOﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑOﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

ｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑｺﾞﾑOﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ

図１４－１　ＬＰガスインフラにおけるシール材の使用箇所
（一次基地設備）

ＢＯＧコンプレッサＢＯＧコンプレッサＢＯＧコンプレッサＢＯＧコンプレッサ
［常温以上］［常温以上］［常温以上］［常温以上］

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ

リターンガスリターンガスリターンガスリターンガス
ブロアブロアブロアブロア

　　［低温］　　［低温］　　［低温］　　［低温］

ｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄｶﾞｽｹｯﾄ

ﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝﾊﾟｯｷﾝ
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図１４－２　ＬＰガスインフラにおけるシール材の使用箇所
　　　　（充填所（二次基地、オートガススタンドも類似））

回 転 充 填 機

充 填 ポ ン プ

貯 槽

ｺ ﾝ ﾌ ﾟ ﾚ ｯ ｻ配 管

配 管

ﾛ ｰ ﾘ 受 入
ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ

液 面 計

接 続 部

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

図１４－３　ＬＰガスインフラにおけるシール材の使用箇所
（工業用設備）

液 送 ポ ン プ
貯 槽

コンプレッサ
配 管

配 管

ﾛ ｰ ﾘ 受 入
ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ

ベ ー パ ラ イ ザ

燃 焼 設 備

（ﾎﾞｲﾗ、炉等）

調 整 器

液 面 計

接 続 部

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ
ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ
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図１４－４　ＬＰガスインフラにおけるシール材の使用箇所
（家庭・業務用設備）

給 湯 器

ガ ス 栓

ヒューズ
ガ ス 栓

ガ ス テ ー ブ ル

ゴ ム 管

ガス
メータ

容 器

調 整 器

高 圧 ホ ー ス

接 続 部

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

ｺﾞﾑ Oﾘ ﾝ ｸ ﾞ

ｶ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ

◆プロパン、ブタンの２油種に新たにＤＭＥを追加する。
（１）プロパン低温貯槽、プロパン高圧球形貯槽をＤＭＥに転用する。
（２）受払いは外航船受入用、内航船払出用の桟橋のうちＬＰガス用を利用する。ローディングアームは既設を利用する。
（３）新たな油種が増えることから、ＤＭＥヒータ、コンデンサー等の新設、ポンプ等の機器の改造、内航船出荷・ローリ出

　　　　　　荷配管の新設が必要となる。

◆改造概算金額 １０億円 ［設置スペース等はあるものとしての推定値］ ；１ライン新設の場合は約８０億円（ローディングアーム以降）

ＤＭＥ
低 温 貯 槽

プロパン
ヒータ

ＤＭＥ
高 圧 貯 槽

プロパン
高圧貯槽

プロパン

高圧貯槽

内 航 船 出 荷 用

ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ
［ 既 設 利 用 ］

高 圧 出 荷 配 管
（液・ガス）

［ 新 設 ］戻 り ガ ス コ ン デ ン サ ー
［新設］

外 航 船 受 入 用

ロ ー デ ィ ン グ ア ー ム
［ 既 設 利 用 ］

低 温 受 入 配 管
（液・ガス）

［ 既 設 転 用 ・ 一 部 新 設 ］

低 温 貯 槽
［ プ ロ パ ン 貯 槽 転 用 ］

低 温 出 荷 ポ ン プ
［ 新 設 、 又 は 改 造 ］

高 圧 出 荷 ポ ン プ
［ 新 設 、 又 は 改 造 ］

高 圧 球 形 貯 槽
［ プ ロ パ ン 貯 槽 転 用 ］

ＤＭＥﾋｰﾀ
［ 新 設］

ﾛ ｰ ﾘ 出 荷 配 管
（液・ガス）
［ 新 設 ］

ﾛｰﾘ出荷

ＤＭＥ

　　ヒータ

プロパン
低温貯槽

プロパン
低温貯槽

配 管 一 部 新 設

図１５－１　ＬＰガスインフラ転用イメージ

（輸入基地 低温受入・高圧出荷設備）

ＢＯＧコンプレッサ
［ 新 設 又 は 改 造 ］

ﾘ ﾀ ｰ ﾝ ｶ ﾞ ｽ ﾌ ﾞ ﾛ ｱ
［ 新 設 又 は 改 造 ］
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◆プロパン、ブタンの２油種に新たにＤＭＥを追加する。
（１）プロパン高圧球形貯槽をＤＭＥに転用する。
（２）桟橋はＬＰガス用を利用する。ローディングアームは既設を利用する。
（３）新たな油種が増えることから、ポンプ等の機器の改造、内航船受入・ローリ出荷配管の新設が必要となる。

◆改造概算金額 １億円 ［設置スペース等はあるものとしての推定値］

高 圧 球 形 貯 槽
［ プ ロ パ ン 貯 槽 転 用 ］

高 圧 出 荷 配 管
（液・ガス）

［新設］

高 圧 出 荷 ポ ン プ
［ 新 設 又 は 改 造 ］

プロパン
高圧貯槽

プロパン
高圧貯槽

プロパン
高圧貯槽

受 入 配 管
（液・ガス）

［ 既 設 転 用 ・ 一 部 新 設 ］

内 航 船 用

ロ ー デ ィ ン グ ア ー ム
［ 既 設 利 用 ］

ロ ー リ 出 荷
ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ
［既設 利 用 ］

ＤＭＥ
高 圧 貯 槽

図１５－２　ＬＰガスインフラ転用イメージ
（二次基地 入出荷設備）

回 転 充 填 機
［改造］

充 填 ポ ン プ

［ 新 設 、 又 は 改 造 ］
横 置 円 筒 形 貯 槽

（プロパンタンク 転用）

ＤＭＥ 貯 槽

既 設 配 管 利 用

ベ ー パ コ ン プ レ ッ サ
［ 新 規 、 又 は 改 造 ］

既 設 配 管 利 用

既 設 配 管 利 用

ロ ー リ 受 入 ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ
［ 既 設 利 用 ］

◆プロパンをＤＭＥに転用する。（充填所の場合はプロパン貯槽は１基の場合が多いため全量をＤＭＥに変更することとなる。）
（１）プロパン横置円筒形貯槽をＤＭＥに転用する。
（２）ローリ受入ローディングアームは既設を利用する。
（３）プロパンからＤＭＥに転用することからポンプ、ベーパコンプレッサ、充填機等の改造又は取替えが必要となる。

◆改造概算金額 １０百万円 ；新設の場合は約６０百万円

◆法規制；ＬＰガス並みの規制緩和が前提

図１５－３　ＬＰガスインフラ転用イメージ　（充填所）
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ベ ー パ コ ン プ レ ッ サ
［ 新 規 、 又 は 改 造 ］

ポ ン プ

［ 新 設 、 又 は 改 造 ］

横 置 円 筒 形 貯 槽

（ プ ロ パ ン 貯 槽 転 用 ）

ＤＭＥ 貯 槽 既 設 配 管 利 用

既 設 配 管 利 用

既 設 配 管 利 用

ロ ー リ 受 入 ﾛ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｱ ｰ ﾑ
［ 既 設 利 用 ］

既 設 ベ ー パ ラ イ ザ 利 用

燃 焼 設 備

◆プロパンをＤＭＥに転用する。
（１）プロパン横置円筒形貯槽をＤＭＥに転用する。
（２）ローリ受入ローディングアームは既設を利用する。
（３）プロパンからＤＭＥに転用することからポンプ、ベーパコンプレッサの改造又は取替えが必要となる。
（４）発熱量がプロパンの約１／２であることから、ベーパライザの能力は２倍必要となる。従って、同能力のベーパライザの

増設が必要となる。
（５）燃焼設備の調整又は改造が必要となる。

◆改造概算金額 １５百万円 ［燃焼設備の調整又は改造は含まない］

◆法規制；ＬＰガス並みの規制緩和が前提

ベ ー パ ラ イ ザ 増 設

図１５－４　ＬＰガスインフラ転用イメージ　（工業用需要家）

◆ＬＰガスと同等の規制とした場合

給 湯 器
［ Ｄ Ｍ Ｅ に よ る 燃 焼 性 確 認 ］

ガ ス 栓
［ＤＭＥ用開発］

ヒ ュ ー ズ ガ ス 栓
［ＤＭＥ用開発］

ガ ス テ ー ブ ル
［ Ｄ Ｍ Ｅ に よ る 燃 焼 性 確 認 ］

ゴ ム 管
［ＤＭＥ用開発］

配 管 既 設 使 用

ガ ス メ ー タ
［ＤＭＥ用開発］

容 器
［ＤＭＥ用製作］

調 整 器
［ＤＭＥ用開発］

高 圧 ホ ー ス
［ＤＭＥ用開発］

図１５ー５　ＬＰガスインフラ転用イメージ
（家庭・業務用設備）


